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はじめに
典型７公害
・大気 →大気汚染防止法
・水質 →水質汚濁防止法
・騒音 →騒音規制法
・振動 →振動規制法

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

・振動 →振動規制法
・悪臭 →悪臭防止法
・地盤沈下 →工業用水法、建築物用地下水の

採取の規制に関する法律
・土壌汚染 →農用地土壌汚染防止法
※市街地における土壌汚染対策がなかった。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

指定区域

現行法 改正後

有害物質使用特定施設廃止時
の調査による汚染の発見

有害物質による汚染の蓋然性

現行法と改正法の違い①
汚染の発見方法

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

自主調査による汚染の発見

指定区域
に指定 要措置区域

又は
形質変更時要届出
区域
に指定

有害物質による汚染の蓋然性
が高かったために調査命令を
かけて調査した土地での汚染
発見

土対法の対象外であるものの、法に
準じた扱いをすることが望ましい。

3,000㎡以上の形質変更届出
に基づき調査命令を発した土
地での汚染発見



～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

①土壌と廃棄物

現行法 改正後

現行法と改正法の違い②

土壌

土壌

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
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①土壌と廃棄物
の混合物として
廃棄物処理業
者が処理

②認定施設によ
る浄化

土壌

産廃

汚染土壌

産廃

汚染土壌処理
業者が処理

廃棄物処理業
者が処理

「汚泥」や「廃油」だ
と廃棄物



１ 現行法の説明
1-(1) 目的
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染によ
る人の健康被害の防止に関する措置を定めること等によ
り、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保
護する。

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

護する。

熊本県水環境課

人の健康影響

①直接摂取による人への健康影響

②地下水経由の摂取による人への健康影響

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



土壌汚染対策法制定の経緯

背景
神通川流域イタイイタイ病→S45「農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律」

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

地下水
VOCs（揮発性有機化合物）による地下水汚染→H1有害物質の
地下浸透規制、H8地下水の浄化命令措置制度、H9地下水の水
質汚濁に係る環境基準（水質汚濁防止法）

土壌汚染
H3「土壌汚染に係る環境基準（土壌環境基準）」
土壌汚染の調査、除去等の措置の実施に関する指針（環境庁）

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



土壌汚染対策法の必要性

有害物質を取り扱っている工場等の敷地

汚染の有無不明のまま放置、住宅・公園等

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

汚染の有無不明のまま放置、住宅・公園等
に利用される

人への健康影響が生じてしまうことを防ぐ
必要がある

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



１ 現行法の目的
1-(2) 目的の範囲
人の健康影響

生活環境の保全、生態系の保全の観点は含

○

×

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

生活環境の保全、生態系の保全の観点は含
まれていない。

自然的原因による土壌汚染は、「公害」では
ないことから、「土壌汚染」には該当しない。

×

×

※改正法では、自然的原因であっても溶出量基準が超過
していれば汚染土壌として取り扱うことになるので注意。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



２ 法に定める規制対象物質と対象事業場
2-(1) 規制対象物質

特徴

①法第２条に定める２５物質で、VOC、重金

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

属等、農薬等の３つに分類。

②重金属等（第２種特定有害物質）は溶出量
基準のほか含有量基準がある

※今後、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサン、トランス-
1,2-ジクロロエチレンが加わる可能性あり。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



２ 法に定める規制対象物質と対象事業場
2-(2) 対象事業場

施設の使用廃止の時点において、土壌汚染の調査を実施し施設の使用廃止の時点において、土壌汚染の調査を実施し

有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場が対象が対象

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

施設の使用廃止の時点において、土壌汚染の調査を実施し施設の使用廃止の時点において、土壌汚染の調査を実施し
都道府県知事（指定都市、中核市、特例市は市長）に調査都道府県知事（指定都市、中核市、特例市は市長）に調査
結果を報告。（ただし、土地が引き続き工場・事業場の用途結果を報告。（ただし、土地が引き続き工場・事業場の用途
に供される場合は調査実施を猶予。知事の確認が必要）に供される場合は調査実施を猶予。知事の確認が必要）

※本県においては、
熊本市内 → 熊本市（水保全課）
熊本市以外 → 熊本県（水環境課） に結果報告

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



３ 土壌汚染状況調査及び調査の猶予
3-(1) 土壌汚染状況調査の実施主体
→ 土地の所有者、管理者又は占有者。
＜理由＞
①土壌汚染の判明以前に汚染の発見のために行うものであること。
②私有財産である土地の状況を把握するための行為の一種と解されること

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

②私有財産である土地の状況を把握するための行為の一種と解されること
③調査を行うためには土地の掘削等に関する権原が必要であること

等から、汚染原因者や行政が行うのではなく、土地の状態につき責任を
有する土地の所有者等が行うこととしている。

この調査の実施主体についての考え方は、法第４条に基づく土壌汚染
状況調査についても同様。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



3-(2) 土壌汚染状況調査
①調査対象地
ア 法第３条調査（調査義務）
使用が廃止された有害物質使用特定施設にかかる工場又は事業場
の敷地であった土地のすべての区域。
イ 法第４条調査（調査命令）

３ 土壌汚染状況調査及び調査の猶予

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

イ 法第４条調査（調査命令）
汚染の状態を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限
度において都道府県知事が定める区域。

②調査対象物質
ア 法第３条調査（調査義務）
有害物質使用特定施設を廃止していた時点で使用等していた特定有害
物質及びその分解生成物。
イ 法第４条調査（調査命令）
当該土地若しくはその周辺の土地の土壌汚染の状態、地下水の特定有
害物質による汚染の状態を勘案し、人の健康に係る被害を防止するた
め必要な限度において都道府県知事が定める。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



3-(3) 調査の猶予
法第３条１項ただし書き
土壌汚染状況調査の猶予を条件付きで認めるもの。

＜条件＞

・当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による
汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受
けた場合。

３ 土壌汚染状況調査及び調査の猶予

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

けた場合。
＜具体的には＞
①様式第２による申請書（土壌汚染状況調査猶予の申請書）を提出しなければならない。

②都道府県知事は、申請書に基づき、以下のいずれかに該当することが確実であると
認められる場合のみ法第３条１項ただし書きの確認をするものとする。(規則第12条2)
・工場または事業場の敷地として利用されること

・小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の 居住用
の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の 建築物に当
該設置者が居住し続ける場合
・操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後５年以内の鉱山等の敷地

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



3-(4) 提出書類
３ 土壌汚染状況調査及び調査の猶予

水濁法対象施設での有害物質使用廃止

敷地の土壌調査
を実施

申請書の提出
（土壌調査実施の猶与）

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

を実施 （土壌調査実施の猶与）

①法第３条１項 ②規則１２条１項

土壌調査猶予結果の提出
（土壌汚染状況調査結果
報告書（様式第１））

土壌調査猶予申請書の提出

（法第３条１項ただし書きの確
認申請書（様式第２））

※いずれも、県ホームページからダウンロード可。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



４ 指定区域の指定及び公示
4-(1) 指定区域
法第７条

法第５条に基づき指定

県知事は、公示

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

・１種類以上の特定有害物質について、土壌溶出基準と土壌含有
量規準のどちらかを超過する土壌汚染がある場合、指定区域に
指定される。

・自主的に行った土壌汚染の調査により指定基準を超過する汚染
が発見された場合、指定区域には指定されない。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



４ 指定区域の指定及び公示
4-(2) 公示
法第７条

法第５条に基づき指定

県知事は、公示

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

＜熊本県の場合＞
・法第５条に基づく指定区域はない。（H21.8.18現在）
・県ホームページに公開。
・熊本市は水質汚濁防止法と同様に、熊本市が管轄。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



5 熊本県内における土壌汚染対策法に
基づく措置の現状（平成21年8月現在）

内容 件数

指定区域 ０件

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

法３条に基づく土壌汚染状況調査 ０件

法４条に基づく土壌汚染状況調査 ０件

土壌汚染状況調査の猶予 １５件

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



熊本県ホームページ

環境・まちづくり

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



水環境・地下水・土壌汚染等

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

土壌汚染対策法について

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

熊本県水環境課

申請書様式もすべて掲載！

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



改正法は、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、土
壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の
分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正
処理の確保のための規制の新設その他所要の措置を講ずるも
の。

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

６ 改正土壌汚染対策法の改正項目

熊本県水環境課

１．土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
(1) 一定規模（3,000㎡）以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更
時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令

(2) 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、
２.の区域として指定し、適切に管理

(3) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する
努力義務

改正項目一覧

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



～地下水は熊本の宝 地域の命・夢・未来～

６ 改正土壌汚染対策法の改正項目(続き)
２．規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等
→ 区域の分類化と必要な対策の明確化
① 土地の形質変更時に届出が必要な区域（形質変更届出区域）
② 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域（措置実施区域）
（都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は①の区域に指定）

３．搬出土壌の適正処理の確保

熊本県水環境課

(1) ２.の区域内の土壌の搬出の規制
（事前届出、計画の変更命令、措置命令）
(2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
(3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設

４．その他
(1) 指定調査機関の信頼性の向上（指定の更新等）
(2) その他規定の整備
(3) 施行期日：平成２２年４月１日（一部平成２１年１０月２３日）

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government



～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

７ 改正土壌汚染対策法の調査の流れ①
【新第３条】 【新第４条】 【新第５条】

有害物質使用特定施設の廃止 3,000㎡以上の形質変更の届出 命令発出基準への該当性判断

調査命令の発出

調査命令の発出

汚染の恐れの基準の該当性判断

調査義務発生 調査義務発生

①地歴調査の実施 指定調査機関が土壌汚染状況調査の一部として、土地の履歴調査を実施。

①により把握した情報により、土壌汚染の恐れがあると認められる特定有害物質の種類に【

30日前
まで

②調査対象物質の確定

③汚染の恐れに応じた
調査対象地の分類、
採取ポイントの設定

④試料採取・測定

⑤調査結果の評価

①により把握した情報により、土壌汚染の恐れがあると認められる特定有害物質の種類に
ついて、試料採取調査の対象とする。ただし、次の場合には、それぞれに定める特定有
害物質以外の特定有害物質を、試料採取等の対象としないことができる。
・法第３条に基づく調査の場合 都道府県知事の通知に係る特定有害物質
・法第４条第２項又は法第５条第１項の命令に基づく場合

これらの命令に係る書面に記載された特定有害物質
・法第１４条第２項の申請に係る調査を行う場合

土地の所有者等が調査の対象とした特定有害物質

②で確定した調査対象物質について、①により把握した情報により、汚染の恐れに応じて
調査対象地を分類し、試料採取のポイントを設定する。

地歴調査・試料採取調査は省略可能。ただし、未調査物
質は含有量基準・第二溶出基準超過の状態とみなす。

結果報告

濃度基準への該当性判断 規制対象外
基準値以下

恐れなし、又は既に健康被
害が生じないような措置済

基準超過

健康被害の恐れの基準への該当性判断 形質変更時要届出区域に指定要措置区域に指定
恐れあり

【
土
壌
汚
染
状
況
調
査
】
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７ 改正土壌汚染対策法の調査の流れ②

①自主調査の実施

②指定の申請

◆土地所有者等（法第３条第１項の土地の所有者等をいう。）が、申請書・添付書類を都道府県知事に
提出し行う。
＜申請書記載事項＞
①申請に係る土地の所在地及び指定申請範囲
②申請に係る調査において対象とした特定有害物質の種類
③試料採取地点及び年月日時、分析結果、分析機関（計量証明事業者）の名称等調査結果に関する
事項
④申請に係る調査を行った者の名称
＜添付資料＞

①所在地周辺の地図、②指定申請範囲（＝調査範囲）の図面、③調査結果報告書、④申請に係る土地

【新第１４条】指定の申請

③都道府県知事
による審査

④規制対象区域
に指定

①所在地周辺の地図、②指定申請範囲（＝調査範囲）の図面、③調査結果報告書、④申請に係る土地
の登記簿謄本、⑤他の所有者等の合意書

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

◆基本的に土地所有者等から提出された書類により、下記の事項について審査を行う。
①「土地の所有者等本人の申請」
登記簿謄本により審査を行う。

②「他の土地所有者等の合意」
提出された合意書と法務局登記情報により審査を行う。

③「公正」、「第３条第１項の調査方法」
調査結果報告書の内容により審査を行う（汚染の恐れの区分の根拠と結果、メッシュの切り方（間隔）、
採取ポイントの設定、採取方法（深度・混合割合）、分析を行った計量証明事業者、分析方法、分析結
果等）。
※１ 「第３条第１項の調査方法」より厳しい調査方法により行われたものであれば可とする。
※２ 必ずしも全特定有害物質を調査対象とすることを求めず、任意に物質を限定することを可とする。
※３ 地歴調査のみ実施（資料採取調査を省略）した場合も、「第３条第１項の調査方法」とする。
◆必要に応じ、調査に関する報告又は資料の提出の要求、調査の実施状況の検査を行う。
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＜都道府県知事の事務＞

①都道府県知事に保管されている資料に
より土地周辺の飲用井戸の有無を確認

【

【地下水の利用状況の調査】

土地所有者等から土壌汚染状況調査結果の報告を受領

溶出量基準を超過する土壌汚染が存在する土地であることを確認

②周辺土地の調査（例：近隣住民用の回覧板等

要
措
置
区
域

飲用井戸あり

飲用井戸あり

飲用井戸なし

【
土
壌
汚
染
状
況
調
査
】

②周辺土地の調査（例：近隣住民用の回覧板等
を用いて飲用井戸がある場合には申告を依頼）

③土地周辺における上水道整備の有無

要
措
置
区
域
に
指
定

飲用井戸あり④戸別訪問、立入
調査等を実施

無し

形質変更時要届出区域に指定

有り

飲用井戸なし

※形質変更時要届出区域が指定された際には、
自治体が水濁法に基づく常時監視において当
該土地の周辺の地下水モニタリングを行う。

飲用井戸なし
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参考1

一定面積以上の土地売買等の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取
得者（買主）は市町村を経由して知事に届出をする必要があります。（国土利用計画
法第２３条）

◇届出の必要な土地の面積

改正土対法では、3,000㎡以上の土地における形質変更の場合、届出が
必要ですが、この他にも一定面積以上の土地取引には届出が必要です。

熊本県水環境課

区域 届出対象面積

都市計画区域 市街化区域 2,000㎡以上

上記以外の区域 5,000㎡以上

都市計画区域外 10,000㎡以上

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government
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■新第4条第1項「軽易な行為その他の行為」に該当する行為
①次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌の敷地外への搬出を伴うこと。
ロ 土地の形質の変更に伴い敷地外への土壌の流出が生ずること。
ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが50センチメートル以上であること。

②次に掲げる行為であって土壌の敷地外への搬出を伴わないもの
イ 農業を営むために通常行われる行為
ロ 林業の用に供する作業路網の整備

③鉱山保安法第２条第２項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属

参考2

熊本県水環境課

③鉱山保安法第２条第２項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属

施設の敷地又は鉱業権の消滅後５年以内の鉱山の敷地であった土地において行われる形質の変更

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

■新第１２条第1項「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」に該当する行為
次のいずれにも該当しない行為

①指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

②土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル以上であり、かつ当該部分の深さが
50センチメートル以上（一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認
を行った場合にあっては、当該深さより１メートル浅い深さ以上）であること。

③土地の形質の変更を行う部分の深さが３メートル以上（一定の深さまで帯水層が存在しないこと
について、都道府県知事が確認を行った場合にあっては当該深さより１メートル浅い深さ以上）
であること。
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■新第９条「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」に該当する行為

①次のいずれにも該当しない行為

イ 指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

ロ 土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル以上であり、かつ当該部分の深さが50センチメー
トル以上（一定の深さまで帯水層（その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件*1

に該当するものを除く。ハ並びに７（１）②及び③において同じ。）が存在しないこと*2について、道府県知
事が確認を行った場合にあっては、当該深さより１メートル浅い深さ以上）であること。

ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが３メートル以上（一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都
道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより１メートル浅い深さ以上）であること。

参考2

熊本県水環境課

道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより１メートル浅い深さ以上）であること。

②指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、汚染の拡散を生じさせないものとして環境大臣
が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの

③地下水モニタリング（指示措置等の一工程としての地下水モニタリングを含む。）又は地下水汚染の拡大の防
止が実施されている要措置区域内で行われる土地の形質の変更であって、汚染の拡散を生じさせないものとし
て環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの。

*1 塩分濃度が一定以上であること。
*2 地下水の流動の状況等からみて当該土地のうち最も地下水が浅い位置にあると考えられる地点において、一定
の深度まで観測用井戸を掘り、当該深度に一年間継続して地下水が存在しないことを確認する。この観測用井
戸の設置のためのボーリングについては、形質の変更にあたらない（すなわち、禁止行為に該当しない）こと
を通知で明確化する。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government
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掘削後の土壌調査の流れ【新第16条第１項関係】

要措置区域、形質変更時要措置区域内において土壌を掘削

掘削土壌の調査

調
査
を
実
施
し
な
い

調査を実施
する場合

【実施方法】

【掘削前の調査の場合】
①掘削する土地の範囲を
10ｍメッシュで区分
②掘削する深度までボー

【掘削後の調査の場合】
①掘削後土壌を100㎥単
位ごとに区分
②区分した土壌の任意の

７ 改正土壌汚染対策法の調査の流れ③

熊本県水環境課

都道府県知事へ汚染土壌の搬出の届出 「基準に適合する土壌である」旨を都道府県知事へ届出

し
な
い
場
合

汚染土壌として搬出

汚染土壌として処理

都道府県知事が認定

通常の土壌として搬出

×
基準超過

○
基準適合

②掘削する深度までボー
リング、1ｍごとに土
壌を採取
③全特定有害物質につい
て分析

②区分した土壌の任意の
５地点から土壌を採取
し、混合
③全特定有害物質につい
て分析

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government
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8 要措置区域
要措置区域とは
○特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に
係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止そ
の他の措置を講ずることが必要として都道府県知事が指定した区域。

○都道府県知事は相当の期限を定めて汚染の除去等の措置を講ずべき
ことを指示する。

熊本県水環境課

ことを指示する。

○土地の形質変更禁止（法第９条関係）

・ただし、「都道府県知事からの指示として行う措置」、「通常の管
理行為、軽易な行為その他の行為（詳細については後述）」及び
「非常災害のために必要な応急措置」については除外。

○汚染の除去等の措置により指定の事由が無くなったと認める場合に
指定を解除。

Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government
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9 形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは
○特定有害物質によって汚染されているものの、当該汚染による人の健
康に係る被害が生じていない、又は生ずるおそれがないものとして都
道府県知事が指定した区域。

○形質変更の１４日前までに届出が必要。（計画変更命令あり）（法第

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

○形質変更の１４日前までに届出が必要。（計画変更命令あり）（法第
１２条関係）
・ただし、「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為（詳細につい
ては後述）」、「指定された際既に着手していた行為」及び「非常災
害のために必要な応急措置」については除外。

○汚染の除去により指定の事由が無くなったと認める場合に指定を解除。
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10 改正土壌汚染対策法の運搬・処理

浄化処理施設

【汚染土壌処理施設】要
措
置
区
域
又
は
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

健全土（浄化土壌）
※他の区域と混合された
土壌、不溶化処理を除く

廃棄物
（汚泥を除く）土壌

規制なし搬出時２５物質分析

①熱処理 ②洗浄処理
③化学処理 ④生物処理
⑤抽出処理 ⑥溶融処理

①異物除去
②含水比調整

廃棄物

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
土
壌

分別等
処理施設

埋立処理施設

セメント等製造施設

廃棄物処理施設
（中間処理）

廃棄物処分場
（最終処分場）

規制なし

第二溶出量
基準以下

第二溶出量
基準以下

⑤抽出処理 ⑥溶融処理
⑦不溶化処理 など

第二溶出量
基準以下

廃棄物
（汚泥を除く）

廃棄物
（汚泥を除く）

製品
自社基準
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10 改正土壌汚染対策法の運搬・処理
10-(1) 汚染土壌の運搬について（新第１７条関係）
■混載の禁止

①運搬中、汚染土壌とその他の物を混合してはならない。

②汚染土壌と他の要措置区域等から搬出された土壌が混合する恐れのないように、仕切りを設けて、搬出
された要措置区域等の区域ごとに区分する等必要な措置を講ずること。ただし、当該汚染土壌（第２溶
出基準を超過する土壌を除く）が同一の汚染土壌処理施設で処理される場合はこの限りではない。

■異物等の除去の禁止

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
and Residential Life, Kumamoto Prefectural Government

■異物等の除去の禁止

汚染土壌から岩又はコンクリートくず、その他の物を分離してはならない。

■汚染土壌処理施設搬入後の施設外搬出の禁止

汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、次のいずれかに該当す
る場合はこの限りではない。
①浄化処理施設において浄化処理した土壌（異なった区域から搬出された土壌と混合したもの又は不溶化
処理を行ったものを除く）について、法第１６条第１項の環境省令で定める方法による調査（全物質検
査）した結果、特定有害物質により汚染状態が法第６条第１項第１号の環境省令で定める基準に適合し
た場合。

②あらかじめ搬出先として届け出た汚染土壌処理施設に搬出する場合（ただし第二溶出基準に適合しない
土壌を埋立処理施設に搬出する場合を除く）。
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10 改正土壌汚染対策法の運搬・処理
10-(2) 汚染土壌の処理について（新第２２条関係）
■汚染土壌処理業の許可の申請に関する規定の新設（新第２２条）

汚染土壌処理施設の種類
①浄化処理施設、②セメント等製造施設、③埋立処理施設、④分離等処理施設

■汚染土壌処理業の許可申請

来年４月の改正法施行に向け、汚染土壌の処理がスムーズに行われるよう、先行して本年10月23日まで
に汚染土壌処理業の許可申請の受理に関する事務の施行が予定されている。

熊本県水環境課 Water  Conservation Division, Department of Environment 
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①汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、あらかじめ搬出先と
して届け出た汚染土壌処理施設に搬出する場合を除く。

②処理した土壌を他の汚染土壌処理施設において再処理するため、その土壌の運搬を他人に委託する場合
には、当該委託に係る土壌の引き渡しと同時に当該土壌の運搬を受託した者に対し管理票を公布しなけ
ればならない。
③分別等処理施設又は消化処理施設から搬出された土壌の引き渡しを受けた汚染土壌処理業者は、当該土
壌とともに管理票を受領し、管理票に記載している事項に誤りがないかどうかを確認し、その写しを搬
出した施設の汚染土壌処理業者に対して送付しなければならない。

■汚染土壌処理施設で処理した土壌の再処理について

に汚染土壌処理業の許可申請の受理に関する事務の施行が予定されている。
当該事務に於いては申請された施設及び業許可の確認が必要であり、地方自治体は多大な労力を要する
ため、その事務を行う地方自治体は手数料を徴収することとしている。



ご静聴ありがとう

～地下水は熊本の宝 地域の生命・夢・未来～

ご静聴ありがとう
ございました
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